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サマリー 

 

2025 年 2 月 26 日、欧州委員会は「オムニバス簡素化パッケージ（Omnibus Simplification 

Package）」法案を発表した。これは、欧州グリーンディール関連の規制により企業の負担が

増大するなか、欧州経済の競争力回復を目的として、CSRD（企業サステナビリティ報告指令）、

CSDDD（企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令）等の制度の見直し（簡素化）を

パッケージ法案として提示したものである。具体的には、制度の適用開始時期の延期、対象

企業の範囲縮小、報告基準の要件緩和や簡素化などが含まれる。 

本レポート連載 2025 年 6 月号（欧州グリーンディール EU Policy Insights - Vol. 30）

では、この見直しの背景や概要を解説した。その後、約半年の間にオムニバス I を巡る法案

審議は大きく進展し、政治的な暫定合意を経て 12 月 16 日、欧州議会本会議で採択に至っ

た。また、内容についても大幅な修正が加えられた。CSRD や CSDDD の対象範囲は大幅に

絞り込まれ、適用対象を大企業に限定する改定が暫定合意に盛り込まれている。 

本稿では、年末までの審議状況をアップデートするとともに、主要な修正ポイントを整理

する。 

今後注視すべきは、ESRS（欧州サステナビリティ報告基準）の改訂である。EFRAG（欧州

財務報告諮問グループ）は 12 月 3 日に欧州委員会に対し簡素化版 ESRS 草案のテクニカル・

アドバイスを提出した。これには、必須データポイントの約 61%削減、ダブル・マテリアリ

ティ評価の比例性明確化、バリューチェーン情報収集の柔軟化などが含まれる。 

欧州委員会は、EFRAG のアドバイスを基に、今後、委任規則（Delegated Act）を起草し、

2027 年度報告に間に合わせるスケジュール感が示唆されている。これまで CSRD 適用開始

に向けて準備を進めてきた日本企業にとっては、ESRS 改訂の影響は避けられず、今回のテ

クニカル・アドバイスの内容を精査するとともに、今後、欧州委員会による細則策定の動き

を注視する必要がある。 

【レポート内容】オムニバス第一弾による簡素化見直し（振り返り）；審議状況アップデー

トと今後の見通し；合意された主な修正内容（EU 機関の発表ベース）；ESRS（欧州サステナ

ビリティ報告基準）への反映 

 

賛助会員・関係者の皆様のみ全文閲覧・ダウンロードが可能です。  

賛助会員へのご入会こちら  

 

 

https://www.eu-japan.eu/ja/EUJC_supporting_member
https://www.eu-japan.eu/ja/EUJC_supporting_member

